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上尾市議会１２月定例会議案

概 要

情報提供用

 個人情報が掲載されている議案については、当該個人情報に係る部分を省略し、又は加工しているため、

内容の一部、ページ番号又は目次が議案書の原本と異なっている場合があります。
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議案第１０９号  

上尾市公告式条例等の一部を改正する条例の制定について  

（総務部総務課）  

１  提案理由  条例等の公布手続きを見直すため、所要の改正を行うもの  

２  内容  これまで市役所及び支所前の掲示場に掲示することとされ

ていた条例等の公布手続きについて、より効果的な周知方法

を整備し、情報取得の利便性を高めるため、市ホームページ

上に設ける電子掲示場に掲載することとする。  

 

 

３  施行期日  令和８年２月１日  
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議案第１１０号  

上尾市職員の給与に関する条例及び上尾市一般職の任期付職員の採用等に

関する条例の一部を改正する条例の制定について    （総務部職員課）  

１  提案理由  人事院勧告に準じて、市職員の給与改定を行うもの  

２  内容  １  給料表の改定  

 (1 ) 若年層に重点を置いた全年齢層での給料月額の引上げ  

 (2 ) 令和７年４月分以降の給料に遡及適用  

２  職員の期末手当及び勤勉手当の支給割合の改定  

 (1) 期末手当及び勤勉手当の支給月数をそれぞれ０．０２５

月分引上げ  

 (2 ) 令和８年度以降の期末手当及び勤勉手当の均等配分  

 

 ※括弧内は、再任用職員の支給割合を示す。  

３  特定任期付職員の期末手当及び勤勉手当の支給割合の改

定  

期末手当及び勤勉手当の支給月数をそれぞれ０．０２５

月分引上げ  

４  通勤手当の改定  

令和８年度から１月当たり５，０００円を上限とする自動

車駐車場の利用に対する手当を支給  

  
令和７年度  

（現行）  

令和７年度  

（改定後）  

令和８年度  

以降  

期  

末  

手  

当  

６月期  
１．２５  

（０．７０）  

１．２５  

（０．７０）  

１．２６２５  

（０．７１２５）  

１２月期  
１．２５  

（０．７０）  

１．２７５  

（０．７２５）  

１．２６２５  

（０．７１２５）  

合計  
２．５０  

（１．４０）  

２．５２５  

（１．４２５）  

２．５２５  

（１．４２５）  

勤  

勉  

手  

当  

６月期  
１．０５  

（０．５０）  

１．０５  

（０．５０）  

１．０６２５  

（０．５１２５）  

１２月期  
１．０５  

（０．５０）  

１．０７５  

（０．５２５）  

１．０６２５  

（０．５１２５）  

合計  
２．１０  

（１．００）  

２．１２５  

（１．０２５）  

２．１２５  

（１．０２５）  

期末手当及び  

勤勉手当の合計  

４．６０  

（２．４０）  

４．６５  

（２．４５）  

４．６５  

（２．４５）  

３  施行期日  ・令和７年度分の改定は、公布の日  

・令和８年度分以降の改定は、令和８年４月１日  

（単位：月分）  
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議案第１１１号  

市長及び副市長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の制定につ

いて                        （総務部職員課）  

１  提案理由  市職員に支給する期末手当及び勤勉手当の支給割合の引上

げに準じて、市長、副市長、議会の議員及び教育長に支給す

る期末手当の支給割合を引き上げるもの  

２  内容  期末手当の支給割合の改定  

 (1 ) 期末手当の支給月数を０．０５月分引上げ  

 (2 ) 令和８年度以降の期末手当の均等配分   

  
令和７年度  
（現行）  

令和７年度  
（改定後）  

令和８年度  
以降  

６月期  ２．３０  ２．３０  ２．３２５  

１２月期  ２．３０  ２．３５  ２．３２５  

合計  ４．６０  ４．６５  ４．６５  
 

３  施行期日  ・令和７年度分の改定は、公布の日  

・令和８年度分以降の改定は、令和８年４月１日  

（単位：月分）  （単位：月分）  
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議案第１１２号  

上尾市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて                         （総務部職員課）  

１  提案理由  市消防職員の特殊勤務手当の支給対象を拡大するもの  

２  内容  １  緊急消防援助隊出動手当の創設  

災害が発生した市町村及び特別区に出動し、消防の応援

又は支援に従事したときに、１日につき２，１６０円の特

殊勤務手当を職員に支給する。  

 

２  消防業務手当の支給対象の追加  

  次に掲げる職員を支給対象に追加する。  

 (1) 救助現場に出動し、救助業務に従事した職員  

 (2) 警戒現場に出動し、その状況を調査し、確認し、又は

危険を除去する業務に従事した職員  

 

 

３  施行期日  令和８年４月１日  
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議案第１１３号  

 上尾市建築基準法等関係手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定につ

いて                     （都市整備部建築安全課）  

１  提案理由  建築基準法施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行うも

の  

２  内容   引用する条項が変更になったことによる規定の整理を行

う。  

 

条例別表第２の改正部分  

【改正前】  

事務の種類  

５７  政令第１３７条の１２第６項の規定に基づく既存

建築物の大規模修繕等の認定の申請に対する審査  

５８  政令第１３７条の１２第７項の規定に基づく既存

建築物の大規模修繕等の認定の申請に対する審査  

 

 

【改正後】  

事務の種類  

５７  政令第１３７条の１２第１１項の規定に基づく既

存建築物の大規模修繕等の認定の申請に対する審査  

５８  政令第１３７条の１２第１２項の規定に基づく既

存建築物の大規模修繕等の認定の申請に対する審査  
 

３  施行期日  公布の日  
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議案第１１４号  

上尾市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例等の一部を改正する条例の制定について  

                       （こども未来部保育課）  

１  提案理由  児童福祉法及び子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、

所要の改正を行うもの  

２  内容   引用する条項が変更になったことによる規定の整理を行

う。  

１  児童福祉法の一部改正による規定の整理  

(1)から (3 )までの条例の改正部分  

 (1) 上尾市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例  

 (2) 上尾市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例  

 (3) 上尾市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例  

【改正前】  

児童福祉法第３３条の１０各号  

 

【改正後】  

児童福祉法第３３条の１０第１項各号  

 

２  子ども・子育て支援法の一部改正による規定の整理  

上記 (1)の条例第２条第２４号の改正部分  

【改正前】  

法第４３条第２項  

 

【改正後】  

法第４３条第４項  

３  施行期日  ・１は、公布の日  

・２は、令和８年４月１日  
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議案第１１５号  

上尾市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制

定について                  （こども未来部保育課）  

１  提案理由  児童福祉法の一部改正に伴い、乳児等通園支援事業の設備

及び運営に関する基準を定めるもの  

２  内容   乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の創設に伴

い、事業者が当該事業を実施しようとする保育所等における

設備及び運営に関し基準を定める。  

 

※乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）  

 …保護者の就労要件を問わず、保育所等に通っていない０

歳６か月から満３歳未満のこどもを対象に、月１０時間

まで時間単位で保育所等を柔軟に利用できる事業  

３  施行期日  令和８年４月１日  
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議案第１１６号  

上尾市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定に

ついて                    （こども未来部保育課）  

１  提案理由  子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、特定乳児等通園

支援事業の運営に関する基準を定めるもの  

２  内容  乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の創設に伴

い、当該事業を実施する保育所等に対し、乳児等支援給付費

の支給の対象となる運営の基準を定める。  

 

※乳児等支援給付費  

…乳児等通園支援事業の実績に応じ、市から保育所等に支

払われる給付費  

 

３  施行期日  令和８年４月１日  
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議案第１１７号  

第６次上尾市総合計画基本構想の変更について  

 （行政経営部行政経営課）  

１  提案理由  基本構想の将来人口について再推計したため、第６次上尾

市総合計画基本構想を変更したいので、上尾市議会の議決す

べき事件に関する条例第２条の規定により、提案するもの  

２  内容   第６次上尾市総合計画後期基本計画の策定に当たり、基本

構想第２章第２節の将来人口について、国立社会保障・人口

問題研究所の最新の推計値を踏まえ、本市の出生率及び住民

基本台帳人口の現状値を基礎に再推計した結果に変更するほ

か、所要の変更を行う。  
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議案第１１８号  

 専決処分の承認を求めることについて  

                         （行政経営部財政課）  

１  提案理由  令和７年１０月２３日に市議会議員が退職したことに伴

い、上尾市議会議員補欠選挙を同年１１月３０日に執行する

ことが決定されたため、その経費を計上した令和７年度上尾

市一般会計補正予算（第７号）を緊急に編成する必要が生

じ、同年１０月２４日専決処分したので、地方自治法第１７

９条第３項の規定により、その承認を求めるもの  

２  内容  

 

【歳入】  

 ２０款  繰越金  

   １項  繰越金          １３，７９３千円  

 

【歳出】  

２款  総務費  

   ４項  選挙費          １３，７９３千円  

 

【補正予算の概要】  

 上尾市議会議員補欠選挙執行体制の整備  

  選挙事務に従事する者に係る人件費、ポスター掲示場の

設置等に係る委託料等を計上し、当該選挙の執行体制を整

備する。  
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議案第１１９号  

公の施設の指定管理者の指定について  

               （市民生活部市民協働推進課）  

１  提案理由  上尾市文化センターの管理に関し、指定管理者を指定した

いので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、提

案するもの  

２  内容  １  指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称  

  上尾市文化センター  

 

２  指定管理者候補者として選定した団体  

  あげお文化創造パートナーズ  

(1) 代表団体  

   所在地  さいたま市北区吉野町二丁目２８２番地３  

   団体名  株式会社埼玉新聞社  

   代表者  代表取締役社長  関  根  正  昌  

 

(2) 構成団体  

   所在地  さいたま市浦和区岸町七丁目１２番４号  

   団体名  株式会社サイオー  

   代表者  代表取締役  橋  本  一  憲  

 

３  指定の期間  

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで  

 

※参考  指定管理料（５年間）の限度額  

 ５４１，９７０，０００円  
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議案第１２０号  

公の施設の指定管理者の指定について  

（市民生活部市民協働推進課）  

１  提案理由  イコス上尾の管理に関し、指定管理者を指定したいので、

地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、提案するも

の  

２  内容  １  指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称  

  イコス上尾  

 

２  指定管理者候補者として選定した団体  

  所在地  上尾市大字菅谷１６番地  

  団体名  公益財団法人上尾市地域振興公社  

  代表者  代表理事  井  上  建  一  

 

３  指定の期間  

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで  

 

※参考  指定管理料（５年間）の限度額  

 ３５２，１００，０００円  
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議案第１２１号  

公の施設の指定管理者の指定について  

              （健康福祉部高齢介護課）  

１  提案理由  上尾市立養護老人ホーム恵和園の管理に関し、指定管理者

を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定

により、提案するもの  

２  内容  １  指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称  

  上尾市立養護老人ホーム恵和園  

 

２  指定管理者候補者として選定した団体  

  所在地  上尾市大字上野５６７番地  

  団体名  社会福祉法人彩光会  

  代表者  理事長  中  村  康  彦  

 

３  指定の期間  

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで  

 

※参考  指定管理料（５年間）の限度額  

 ７１０，５３６，０００円  
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議案第１２２号  

公の施設の指定管理者の指定について  

              （健康福祉部高齢介護課）  

１  提案理由  上尾市老人福祉センターことぶき荘の管理に関し、指定管

理者を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の

規定により、提案するもの  

２  内容  １  指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称  

  上尾市老人福祉センターことぶき荘  

 

２  指定管理者候補者として選定した団体  

  所在地  上尾市大字平塚７２４番地  

  団体名  社会福祉法人上尾市社会福祉協議会  

  代表者  理事長  石  川  孝  之  

 

３  指定の期間  

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで  

 

※参考  指定管理料（５年間）の限度額  

 １２４，４９１，０００円  
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議案第１２３号  

公の施設の指定管理者の指定について  

              （健康福祉部障害福祉課）  

１  提案理由  上尾市身体障害者福祉センターふれあいハウスの管理に関

し、指定管理者を指定したいので、地方自治法第２４４条の

２第６項の規定により、提案するもの  

２  内容  １  指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称  

  上尾市身体障害者福祉センターふれあいハウス  

 

２  指定管理者候補者として選定した団体  

  所在地  上尾市大字平塚７２４番地  

  団体名  社会福祉法人上尾市社会福祉協議会  

  代表者  理事長  石  川  孝  之  

 

３  指定の期間  

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで  

 

※参考  指定管理料（５年間）の限度額  

 １４５，８９２，０００円  
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議案第１２４号  

公の施設の指定管理者の指定について  

              （健康福祉部障害福祉課）  

１  提案理由  上尾市障害福祉サービス事業所かしの木園の管理に関し、

指定管理者を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第

６項の規定により、提案するもの  

２  内容  １  指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称  

  上尾市障害福祉サービス事業所かしの木園  

 

２  指定管理者候補者として選定した団体  

  所在地  上尾市大字平塚７２４番地  

  団体名  社会福祉法人上尾市社会福祉協議会  

  代表者  理事長  石  川  孝  之  

 

３  指定の期間  

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで  

 

※参考  指定管理料（５年間）の限度額  

 １７９，０５７，０００円  
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議案第１２５号  

 公の施設の指定管理者の指定について  

                       （環境経済部環境政策課）  

１  提案理由  上尾伊奈斎場つつじ苑及び瓦葺ふれあい広場の管理に関

し、指定管理者を指定したいので、地方自治法第２４４条の

２第６項の規定により、提案するもの  

２  内容  １  指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称  

 (1 ) 上尾伊奈斎場つつじ苑  

 (2 ) 瓦葺ふれあい広場  

 

２  指定管理者候補者として選定した団体  

  所在地  上尾市大字菅谷１６番地  

  団体名  公益財団法人上尾市地域振興公社  

  代表者  代表理事  井  上  建  一  

 

３  指定の期間  

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで  

 

※参考  指定管理料（５年間）の限度額  

 (1 ) 上尾伊奈斎場つつじ苑  ７８４，２５８，０００円  

 (2 ) 瓦葺ふれあい広場     ７６，９９８，０００円  

 

-17-



 

議案第１２６号  

 公の施設の指定管理者の指定について  

                      （都市整備部みどり公園課）  

１  提案理由  上尾丸山公園等の管理に関し、指定管理者を指定したいの

で、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、提案す

るもの  

２  内容  １  指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称  

 (1 ) 上尾丸山公園  

 (2 ) 丸山公園多目的広場  

 (3 ) 上尾丸山公園（一部）  

 (4 ) 上尾市自然学習館  

 (5 ) 上尾市バーベキュー場  

 

２  指定管理者候補者として選定した団体  

  所在地  上尾市大字菅谷１６番地  

  団体名  公益財団法人上尾市地域振興公社  

  代表者  代表理事  井  上  建  一  

 

３  指定の期間  

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで  

 

※参考  指定管理料（５年間）の限度額  

 (1 ) 上尾丸山公園        

 (2 ) 丸山公園多目的広場   ６６５，９６２，０００円  

 (3 ) 上尾丸山公園（一部）    

 (4 ) 上尾市自然学習館    ３６３，３９６，０００円  

 (5 ) 上尾市バーベキュー場   １８，０４２，０００円  
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議案第１２７号

公の施設の指定管理者の指定について

 （都市整備部みどり公園課）

１  提案理由 市立公園（上尾丸山公園等及び戸崎公園を除く。）の管理

に関し、指定管理者を指定したいので、地方自治法第２４４

条の２第６項の規定により、提案するもの  

２  内容 １  指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

  市立公園（上尾丸山公園等及び戸崎公園を除く。）

２  指定管理者候補者として選定した団体

  上尾にぎわいづくりパートナーズ  

(1 ) 代表団体

所在地 東京都中央区日本橋堀留町二丁目１番１号

団体名 シンコースポーツ株式会社

代表者 代表取締役  石  崎  健  太

(2 ) 構成団体

所在地 さいたま市大宮区浅間町二丁目２４４番地１

団体名 毎日興業株式会社

代表者 代表取締役  田  部  井 良

３  指定の期間

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

※参考  指定管理料（５年間）の限度額

１，３３６，５００，０００円
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議案第１２８号  

市道路線の認定について  

（都市整備部建設管理課）  

１  提案理由  原市沼調節池整備事業における沼橋の架け替え工事の実施

に伴い、迂回路を設置するため、当該迂回路を市道路線とし

て認定したいので、道路法第８条第２項の規定により、提案

するもの  

２  内容   原市沼調節池整備事業における沼橋の架け替え工事の実施

に伴い、迂回路を設置するため、当該迂回路を市道路線とし

て認定する。  

区分  路線名  路線数  延長（ｍ）  

５ブロック  ５１１８０号線  １  １１５．９０  

 

１ブロック  
２ブロック  

３ブロック  

５ブロック  

４ブロック  

市道路線ブロック区分図 
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認定路線図（位置図）

1： 3,000

５ブロック
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